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令和4年7月

　拝啓　盛夏の候、皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
7月3日（日）熱海市伊豆山の土石流災害発生から一年。被災された皆さまに対して、心よりお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになった方の
ご冥福をお祈りし、ご遺族にお悔やみを申し上げます。また、今なお行方不明になっておられる方の一刻も早い救助を願っております。
7月7日（木）以降、県内も新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は増加傾向にあり、オミクロン株の新たな変異株への置き換わりによる感染者
数の増加も懸念されております。町民の皆様方には、三密の回避、手洗い、マスク、換気など、基本的な感染防止対策の徹底と、ワクチン接種の早めの
検討を改めてお願い申し上げます。皆様におかれましては、残暑厳しき折からくれぐれもご自愛くださいますようお願い申し上げます。
何かご意見やご要望等ございましたらお気軽に仰せください。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

令和4年6月定例議会

令和4年度常任委員会 『文化観光委員長』 に就任いたしました。 

令和4年度、県議会の『文化観光委員長』のお役目を仰せつかりました。文化観光委員会は、スポーツ
・文化観光部の所轄に関連する事項を審査いたします。 
円満な委員会運営に務め、県のスポーツ・文化観光及び学術・文化財・私立学校・国内外との交流・富
士山静岡空港等の一層の発展に微力ですが、努力して参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げます。
＊委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。閉会中も必要に応じて開く
ことができ、重要事項の審査や調査、各地の視察・調査を行って、行政のチェックや政策の提言など活
発な活動をしています。

常任委員会は、常時設置している委員会で、所管事項についての調査や本会議から付託され
た議案や請願・陳情を審査します。

1. 県政の喫緊の課題への対応
●原油価格・物価高騰への対応
・国「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」の実施
●新型コロナウイルス感染症対策
・高齢者施設への検査対応　・4回目ワクチン接種対応
●熱海市伊豆山地区における土石流災害への対応
・「静岡県盛土等の規制に関する条例」の施行
・「盛り土110番」の開設
・逢初川排水対策及び、復旧工事
●リニア中央新幹線建設に伴う大井川水系の水質資源及び南ア
ルプスの自然環境保全
・リニア中央新幹線建設促進期成同盟会への加盟
・大井川の命の水とユネスコエコパーク南アルプスの自然環境保全

2. 県政の概要
●本年度の防災訓練
・感染防止対策を徹底した上での実施　
●医療的ケアを必要とする児童等への支援
・「静岡県医療的ケア児等支援センター」の開設
●浜名湖花博20周年に向けた取組
・令和6年開催20周年に向け、記念事業の実行委委員会を設立
●茶業の再生に向けた取組
・茶文化の普及や新商品の開発、国内外への販路開拓など需要拡大へ
の取り組み
●世界遺産富士山
・登山者への感染症対策、環境保全、安全対策
・サイクリングやアウトドアなど新しい富士山麓の旅行商品づくり
●観光産業の早期回復に向けた取組
・「今こそ！しずおか！！元気旅！！！」対象地域拡大
●富士山静岡空港
・国際線の早期運行再開に向けた取り組み
・運営権者や周辺市町等と連携し、利用者数回復への取り組み

3. 知事提案 副知事 森貴志氏への同意
副知事として、2期8年間、ご活躍された難波喬司氏が、5月17日に任
期満了となり、後任の副知事として、森貴志氏が追加提案され7月1日（
金）人事案を同意いたしました。
森貴志氏は、1983年県庁入庁。知事公室長、政策企画部長などを歴
任し、2017年3月に定年退職後は県医師会事務局長を今年３月まで
務めた。
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～県議会議員の選挙すべき議員の数に関する条例が改正されました～

県内宿泊施設への宿泊費及び日帰り旅行代金の割引を実施するとともに、割引にあわせ、地域クーポン（現地支払いの場合のみ利用可能）を配布します。なお、実施にあたっ
ては、安心・安全な旅行環境を確保するため、ワクチン・検査パッケージを活用します。＊ワクチン接種証明（3回）または陰性の検査結果通知書（有効期限内）のいずれかと
対象都県の在住確認ができる身分証明書の提示が必須となります。ワクチン接種・陰性証明書および対象都県在住確認ができない場合は対象外です。

令和4年7月15日（金）～8月31日（水）まで

＜2022年4月～2022年7月＞

県議会議員の定数並び選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部改正

●2022.5.13　「静岡県道路3団体総会」に参加。県議会建
設委員長として最後の挨拶をする

●2022.4.10　長泉町桜堤にて「ながいずみすそのサクラサ
クマツリ」に参加

●2022.5.20　「令和4年5月臨時会」が開会。令和4年度
の新しい人事が決まる

●2022.5.23　「沼津法人会清水支部・沼津法人会女性部
会清水支部合同支部大会」に参加

●2022.6.26　清水町柿田川公園にて「芝生広場整備」町
民の皆様と芝植えを行う

●2022.6.26　「三島大社崇敬会清水町支部総会」に出席 ●2022.7.3　「令和4年度第46回清水町自衛隊協力会総
会」に参加

●2022.7.20　袋井市原野谷川河川敷「リモコン式草刈り
機導入」の現地視察

1. 議員定数について
議員定数については、厳しい財政状況を考慮し、県議会自らが率先し
て行財政改革を推進する立場から、平成19年選挙以降合計10人の
減員を行ってきた。
平成27年国勢調査と令和2年国勢調査における本県の人口を比較し
、議員1人当たり人口に換算して約1.3人分の人口が減少しているこ
とを勘案して1人減員し、67人とする意見もあったが、平成31年4月
現在、議員1人当たりの人口が全国で多い方から9番目であり、人口1
人当たりの議員数は全国的にみて少ないこと、またこれまで減員を進
めてきており改革が進んでいることに加え、定数を削減する場合、浜
松市天竜区選挙区が強制合区の適用対象となるが、浜松市の行政区
再編作業が進められている中、県議会が先行して浜松市の選挙区の
変更を行うべきではないとの意見や、民意の反映のため定数削減に
は慎重であるべきなどの意見があったことから、議員定数については
現行どおり68人とする。

2. 選挙区について
選挙区については、政令市である浜松
市における行政区再編作業の進捗状
況を注視しながら協議を進めてきたが
、市の行政区割りが決定されていない
ことから、市の行政区の決定を踏まえ
て今後検討していくことで意見が一致
したため、浜松市の選挙区は現行どお
りとする。
他方、現行選挙区のままで令和2年国
勢調査に基づき各選挙区の議員1人
当たり人口を算出した場合、最大選挙
区の清水町・長泉町と最小選挙区の浜
松市天竜区の較差が2.81倍となるが
、これを少しでも是正するため、清水町
・長泉町選挙区を清水町選挙区と長泉
町選挙区に分区する。
この条例は、次の一般選挙から施行さ
れます。

3. 各選挙区において選挙すべき議員の数について
各選挙区において選挙すべき議員の数は、人口比例によることとし、
令和2年国勢調査人口に某づき最大剰余法により算出した結果、清
水町選挙区及び長泉町選挙区が各1人、沼津市選挙区が1人減員の
3人となる。

沼津市
改正前：定員4
改正後：定員3

清水町長泉町
改正前：定員1
長泉町
改正後：定員1

清水町長泉町
改正前：定員1
清水町
改正後：定員1


	tu01
	tu02

